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  令和３年度川崎市審議会等の会議の公開に関する条例の運営状況内訳 

執 行 機 関 
審 議 会 

等 の 数 

  （会議） 

会 議 の 

開 催 数 

  （回） 

公開とした会

議 の 開 催 数 

（回） 

一部非公開とし 

た会議の開催数 

（回） 

非公開とした

会議の開催数 

（回） 

傍聴人の数 

 

（人） 

市 長 189 1,576 286 65 1,225 168 

 総 務 企 画 局 21 72 25 2 45 5 

財 政 局 9 11 5 2 4 6 

市 民 文 化 局 17 74 61 3 10 74 

経 済 労 働 局 18 26 17  9 12 

環 境 局 9 20 18  2 30 

健 康 福 祉 局 39 1,146 33 30 1,083 1 

こ ど も 未 来 局 11 53 33 1 19 3 

ま ち づ く り 局 13 30 14 11 5 10 

建 設 緑 政 局 8 27 15 2 10 5 

港 湾 局 2 2 2    

臨海部国際戦略本部 2 7   7  

会 計 室       

区 役 所 23 41 30 9 2 18 

上 下 水 道 局 3 4 4   3 

交 通 局 3 4   4  

病 院 局 6 6 6    

消 防 局 3 30 23 5 2 1 

市民ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ事務局 2 23   23  

教 育 委 員 会 11 134 93 14 27 36 

選 挙 管 理 委 員 会       

監 査 委 員       

人 事 委 員 会       

農 業 委 員 会       

固定資産評価審査委員会       

合 計 200 1,710 379 79 1,252 204 

 

報告第１５号

　　　地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において指定された事項に

ついて、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。

� 令和４年�６�月�６�日提出　　　　　　　　　　

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　　　　　　

１　市長の専決事項の指定について第２項による専決処分

番

号

発　生

局　名

専決処分

年�月�日

損 害 賠

償 の 額

事　件　の　概　要

１ 環境局  4. 1.18

円

455,895 　令和３年10月５日、宮前区で、本市小型ご

み収集車が、通過しようとした際、前方で一

時停止した被害者(ア)所有の普通トラックに

追突し、運転していた被害者(イ)を負傷さ

せ、及び当該普通トラックを破損させたもの２ 環境局  4. 2. 4

円

272,309

３ 環境局  4. 2.24

円

456,060

　令和３年８月10日、多摩区で、本市小型浄

化槽車が、駐車場に進入しようとした際、左

後方から走行してきた原動機付自転車に接触

し、そのはずみで当該原動機付自転車が歩行

中の被害者に接触し、負傷させたもの

４ 環境局  4. 3. 1

円

297,000

　令和４年１月８日、被害者宅先路上で、本

市小型ごみ収集車が、停止した際、路上に残

っていた雪でスリップし、被害者所有のフェ

ンス等に接触し、破損させたもの

５ 環境局  4. 3. 7

円

46,200

　令和３年８月20日、麻生区で、本市小型ご

み収集車が、方向転換しようと後退した際、被

害者所有のフェンス及び擁壁に接触し、破損

させたもの



６ 環境局  4. 4.26

円

139,700

　令和４年２月15日、被害者宅先交差点で、

本市中型ごみ収集車が、集積所に着けようと

後退した際、被害者所有の駐車場の屋根に接

触し、破損させたもの

７ 環境局  4. 5. 9

円

237,294

　令和３年12月31日、被害者宅先路上で、本

市小型ごみ収集車が、作業を終え、後退した

際、歩行中の被害者に接触し、負傷させ、及

び被害者の衣服を破損させたもの

８ 消防局  4. 2.15

円

36,800

　令和３年10月28日、川崎区で、本市救急車

が、川崎消防署構内から道路に出たところ、

右側から走行してきた被害者所有の原動機付

自転車に接触し、破損させたもの

９
経済労

働局
 4. 3.28

円

48,962

　令和４年２月７日、中央卸売市場北部市場

花き棟２階で漏水があり、階下の倉庫に漏出

したため、被害者所有の印刷用紙を汚損させ

たもの

10
高津区

役所
 4. 1.26

円

512,783

　令和３年９月13日、高津区で、本市職員が

側溝の補修作業中、当該側溝内の被害者(ア)

所有の通信ケーブルを誤って切断し、破損さ

せ、並びに当該通信ケーブルの破損により、

被害者(イ)及び(ウ)の通信機器に障害が生

じ、営業上の損害を与えたもの

11
高津区

役所
 4. 1.26

円

68,200

12
高津区

役所
 4. 2. 1

円

29,708

13
教育委

員会
 4. 2.18

円

94,090

　令和３年７月20日、市立学校の校庭で、本

市職員が草刈り作業中、草刈機によって跳ね

た石が、作業現場付近に駐車していた被害者

所有の軽ライトバンに当たり、破損させたも

の

14
教育委

員会
 4. 3.16

円

152,180

　平成31年３月18日、市立学校の教室で、清

掃作業中、被害者が、床に塗布されたワック

スの剥離剤に触れ、負傷したもの



２　市長の専決事項の指定について第４項による専決処分

議 案

番 号

議 決

年 月 日
工 事 名 契 約 の 相 手 方

変更事項 専決処分

年 月 日
変 更 理 由

変更前 変更後

169 2.12.11

中 野 島 住

宅 新 築 第

５ 号 工 事

川崎市川崎区桜本１丁目

１２番１号

野州工業株式会社

　代表取締役

　大島　裕和

契約金額

800,030,000

円

契約金額

815,162,700

円

4.3.16

　現場精査

の結果、地

中埋設物の

撤去並びに

既存樹木撤

去方法の変

更による増

工及び建物

本体工事の

仕様変更に

より施工数

量の変更が

生じたため、

増額の変更

を行うもの。



議 案

番 号

議 決

年 月 日
工 事 名 契 約 の 相 手 方

変更事項 専決処分

年 月 日
変 更 理 由

変更前 変更後

73 29.6.22

都 市 計 画

道 路 殿 町

羽 田 空 港

線 ほ か 道

路 築 造 工

事 　 　 　

横浜市中区山下町２３番

地

五洋・日立造船・不動テ

トラ・横河・本間・高田

共同企業体

代表者

五洋建設株式会社

　代表取締役社長

　清水　琢三

構成員

株式会社　不動テトラ

　代表取締役社長

　竹原　有二

構成員

日立造船株式会社

　取締役社長

　谷所　敬

構成員

株式会社　横河ブリッジ

　取締役社長

　名取　暢

構成員

高田機工株式会社

　代表取締役

　寳角　正明

構成員

株式会社　本間組

　取締役社長

　本間　達郎

契約金額

27,791,645,000

円

契約金額

27,723,656,673

円

4.2.21

　仕様の変

更による橋

面附属物の

増及び物価

の変動によ

る工事請負

契約約款第

２６条第６

項に基づき

増額となっ

たものの、

工事進捗に

よる維持浚

渫の減工に

より、全体

として工事

費が減額と

なったこと

から、減額

の変更を行

うもの。　



議 案

番 号

議 決

年 月 日
工 事 名 契 約 の 相 手 方

変更事項 専決処分

年 月 日
変 更 理 由

変更前 変更後

27 29.3.17

五 反 田 川

放 水 路 施

設 整 備 工

事 　 　 　

横浜市中区吉田町６５番

地

清水・馬淵共同企業体

代表者

清水建設株式会社

　取締役社長

　井上　和幸

構成員

馬淵建設株式会社

　代表取締役

　馬淵　圭雄

契約金額

5,000,780,680

円

契約金額

5,010,284,680

円

4.3.30

　今後の維

持管理機能

向上を図る

ため、洗浄

配管の仕様

を変更した

ことによる

増工及び現

場精査の結

果、施工数

量の変更が

生じたこと

から、増額

の変更を行

うもの。　

議 案

番 号

議 決

年 月 日
工 事 名 契 約 の 相 手 方

変更事項 専決処分

年 月 日
変 更 理 由

変更前 変更後

105 3.6.17

五 反 田 川

放 水 路 設

備 そ の ３

工 事 　 　

福岡市博多区東光２丁目

７番２５号

株式会社　正興電機製作

所

　代表取締役社長

　添田　英俊

契約金額

618,200,000

円

契約金額

621,393,300

円

4.3.4

　公共工事

設計労務単

価等の改定

（令和３年

３月）に伴

う特例措置

等により、

増額の変更

を行うもの。



３　市長の専決事項の指定について第６項による専決処分

　⑴　訴えの提起

番

号

専決処分

年�月�日
請　求　の　要　旨

１ 4. 3. 4

　市営住宅の使用料を３月以上

滞納し、本市の再三にわたる納

付指導にも応じない左記の被告

に対し、当該市営住宅の明渡し

並びに滞納使用料103,900円、

延滞金及び令和４年１月１日か

ら明渡済みに至るまでの使用料

相当損害金月20,300円の支払を

求めるもの

２ 4. 3.16

　市営住宅の使用料を３月以上

滞納し、本市の再三にわたる納

付指導にも応じない左記の被告

に対し、当該市営住宅の明渡し

並びに滞納使用料707,400円、

延滞金及び令和３年８月５日か

ら明渡済みに至るまでの使用料

相当損害金月104,600円の支払

を求めるもの

　⑵　和解

番

号

専決処分

年�月�日
和　解　の　要　旨

１ 4. 4.27

　左記の相手方は、令和３年４

月27日に市営住宅の賃貸借契約

が終了したこと及び同年５月１

日から当該市営住宅の明渡済み

に至るまでの使用料相当損害金

月17,600円の支払義務があるこ

とを認め、当該市営住宅を令和

４年６月30日までに明け渡すこ

ととするもの


